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第一部 【企業情報】 

  

第１ 【企業の概況】 

  

１ 【主要な経営指標等の推移】 
  

  

  

(注) １ 当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載してい

ない。 

２ 売上高には、消費税等は含まれていない。 

３ 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していな

い。 

４ 当社は、第94期より役員報酬ＢＩＰ信託及び株式付与ＥＳＯＰ信託を導入している。１株当たり四半期純利

益金額の算定上の基礎となる普通株式の期中平均株式数は、その計算において控除する自己株式に、当該信

託が所有する当社株式を含めている。  

  

２ 【事業の内容】 

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はない。また、主要な関係会社についても異動はない。  

回次 
第93期 

第３四半期 
連結累計期間 

第94期 
第３四半期 
連結累計期間 

第93期 

会計期間 
自 平成27年４月１日
至 平成27年12月31日

自 平成28年４月１日 
至 平成28年12月31日 

自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日

売上高 （百万円） 328,512 307,742 492,621 

経常利益 （百万円） 17,649 21,206 23,723 

親会社株主に帰属する 
四半期（当期）純利益 

（百万円） 16,198 20,315 20,039 

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 13,634 30,842 △3,381 

純資産額 （百万円） 194,436 205,670 177,417 

総資産額 （百万円） 531,390 520,224 548,711 

１株当たり四半期（当期）純
利益金額 

（円） 52.74 66.15 65.25 

潜在株式調整後１株当たり四
半期（当期）純利益金額 

（円） － － － 

自己資本比率 （％） 36.16 38.99 31.90 
 

回次 
第93期 

第３四半期 
連結会計期間 

第94期 
第３四半期 
連結会計期間 

会計期間 
自 平成27年10月１日
至 平成27年12月31日

自 平成28年10月１日 
至 平成28年12月31日 

１株当たり四半期純利益金額 （円） 15.83 28.85 
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第２ 【事業の状況】 

  

１ 【事業等のリスク】 

当第３四半期連結累計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動等または、

前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はない。  

  

２ 【経営上の重要な契約等】 

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はない。  

  

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判

断したものである。 

(1) 業績の状況 

当第３四半期連結累計期間における国内景気は、企業の業況判断に慎重さが見られるものの、雇用、所得環境が

改善するなど、緩やかな回復基調が続いている。建設業界においては、工事受注が官公庁工事を中心に前期を上回

る水準で推移する一方で、今後に関しては労務逼迫等による建設コストの再上昇等の懸念事項を残している。 

このような状況の中、当第３四半期連結累計期間における当社グループの業績は以下のとおりとなった。 

連結売上高は、主に当社における完成工事高及び不動産事業売上高が減少したことにより、前年同四半期比6.3％

減の3,077億円となった。 

営業損益については、主要な事業である建設事業を取り巻く環境は先行き不透明な状況が続いているが、採算重

視の受注方針の徹底等により、当第３四半期連結累計期間における完成工事総利益率が向上した結果、売上総利益

率が12.6％と前年同四半期比2.4ポイント上昇し、売上総利益は388億円（前年同四半期比16.5％増）となった。一

方、販売費及び一般管理費については、194億円と前年同四半期比11.2％増加したため、営業利益は193億円（前年

同四半期比22.4％増）となった。 

経常損益については、受取利息及び保有する投資有価証券の受取配当金等により、212億円の経常利益（前年同四

半期比20.2％増）となった。 

親会社株主に帰属する四半期純損益については、特別利益において、投資有価証券売却益22億円等を計上した結

果、203億円の親会社株主に帰属する四半期純利益（前年同四半期比25.4％増）となった。 

  

セグメント別における業績は以下のとおりである。セグメントの業績については、セグメント間の内部売上高又

は振替高を含めて記載している。 

  

(建築事業) 

売上高は2,295億円（前年同四半期比10.3％減）となり、セグメント利益（営業利益）は170億円(前年同四半期

比41.8％増）となった。 

当社個別の受注高については、官公庁工事（国内）が前年同四半期比25.0％減となったが、民間工事（国内）

が同6.7％増となり、全体（海外含む）では2,388億円と、前年同四半期比1.9％増となった。 
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(土木事業) 

売上高は717億円（前年同四半期比15.9％増）となり、セグメント利益は18億円(前年同四半期比34.2％減）と

なった。 

当社個別の受注高については、官公庁工事（国内）において大型工事を受注した影響から、前年同四半期比

10.5％増となったが、民間工事（国内）は同45.5％減となり、全体（海外含む）では679億円と、前年同四半期比

1.3％減となった。 

(不動産事業) 

売上高は97億円（前年同四半期比22.9％減）、セグメント利益（営業利益）は6億円（前年同四半期比34.6％

減）となった。 

(その他の事業) 

売上高は9億円（前年同四半期比14.1％増）、セグメント損失は17百万円（前年同四半期は2百万円のセグメン

ト利益）となった。 

  

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

資産、負債、純資産の状況 

（資産の部） 

当第３四半期連結会計期間末の資産合計は、有価証券が199億円、投資有価証券が147億円増加したが、受取手

形・完成工事未収入金等が737億円減少したことなどにより、前連結会計年度末と比較して284億円減少の5,202億

円（5.2％減）となった。 

（負債の部） 

当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、預り金が110億円、繰延税金負債が44億円増加したが、支払手形・

工事未払金等が706億円、賞与引当金が38億円減少したことなどにより、前連結会計年度末と比較して567億円減

少の3,145億円（15.3％減）となった。 

（純資産の部） 

当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上203億円などにより、

前連結会計年度末と比較して282億円増加の2,056億円（15.9％増）となり、自己資本比率は39.0％となった。 

  

(3)  事業上及び財務上の対処すべき課題 

当第３四半期連結累計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに

生じた課題はない。なお、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針は、以下の通

りである。 

①基本方針の内容 

当社は、金融商品取引所に株式を上場している者として、市場における当社株式の自由な取引を尊重し、特定

の者による当社株式の大規模買付行為であっても、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向

上に資するものである限り、これを一概に否定するものではない。また、最終的には株式の大規模買付提案に応

じるかどうかは株主の決定に委ねられるべきだと考えている。 

ただし、株式の大規模買付提案の中には、たとえば利害関係者との良好な関係を保ち続けることができない可

能性があるなど、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を損なうおそれのあるものや、当社グループ

の価値を十分に反映しているとは言えないもの、あるいは株主が最終的な決定を行うために必要な情報が十分に

提供されないものもありうる。 

そのような提案に対して、当社取締役会は、株主から負託された者の責務として、株主のために、必要な時間

や情報の確保、株式の大規模買付提案者との交渉などを行う必要があると考えている。 
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② 基本方針の実現に資する取組み 
  

ア 当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の会社支配に関する基本方針の実現に資する特別な取

組み 

当社は1881年の創業以来、「品質・工期・安全に最善を尽くす」ことを社是とし、「建設を通じた社会福祉

の増進への貢献」「社会の信用を基とした社業の発展」「堅実な経営による適正利益確保を基とした社業の安

定」を経営方針に掲げ、顧客をはじめとする各利害関係者に対する幅広いサービスの提供と長年の実績に裏打

ちされた信頼関係の構築により、高い評価を得てきた。 

このような当社及び当社グループの企業価値の主な源泉は、技術力とノウハウに培われた品質の高い生産物

の提供や、創業以来の実績に裏打ちされた利害関係者との信頼関係、そしてこれら当社の企業文化を支える従

業員、さらには長年当社と共に歩んできた協力会社との良好なパートナーシップ等にあると考えている。 

これら当社グループの取組みの積み重ねが当社の企業価値を生み出しており、この企業文化を継続・発展さ

せることが当社の企業価値を高め、ひいては株主共同の利益を最大限に引き出すことにつながっていくものと

考えている。 

  
イ 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための

取組み 

当社は、平成26年６月27日開催の当社第91回定時株主総会において、当社株式等の大規模買付行為に関する

対応策（以下、「本対応策」という。）を継続することに関して決議を行った。 

 本対応策の概要は次のとおりである。 

(ア) 本対応策に係る手続き 

a 対象となる大規模買付等 

 本対応策は以下の(a)又は(b)に該当する当社株式等の買付け又はこれに類似する行為（以下「大規模買

付等」という。）がなされる場合を適用対象とする。大規模買付等を行い、又は行おうとする者（以下

「買付者等」という。）は、予め本対応策に定められる手続きに従わなければならないものとする。 

(a) 当社が発行者である株式等について、保有者の株式等保有割合が20％以上となる買付け 

(b) 当社が発行者である株式等について、公開買付けに係る株式等の株式等所有割合及びその特別関係者

の株式等所有割合の合計が20％以上となる公開買付け 

b 「意向表明書」の当社への事前提出 

 買付者等は、大規模買付等の実行に先立ち、当社取締役会に対して、当該買付者等が大規模買付等に際

して本対応策に定める手続きを遵守する旨の誓約文言等を記載した書面（以下「意向表明書」という。）

を当社の定める書式により日本語で提出する。 

c 情報の提供 

 意向表明書を提出した場合には、買付者等は、当社に対して、大規模買付等に対する株主の判断のため

に必要かつ十分な情報を日本語で提供する。 

d 取締役会評価期間の設定等 

 当社取締役会は、情報提供完了通知を行った後、大規模買付等の評価の難易度等に応じて、以下の(a)又

は(b)の期間（いずれも初日不算入）を、当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成及び代替案立案

のための期間（以下「取締役会評価期間」という。）として設定する。 

(a) 対価を現金（円価）のみとする公開買付けによる当社全株式等を対象とする公開買付けの場合には60

日間 

(b) その他の大規模買付等の場合には90日間 

 ただし、上記(a)(b)いずれにおいても、取締役会評価期間は評価・検討のために不十分であると取締役

会及び独立委員会が合理的に認める場合にのみ延長できるものとし、その場合は、具体的延長期間及び当

該延長期間が必要とされる理由を買付者等に通知するとともに株主へ開示する。また、延長の期間は最大

30日間とする。 

e 対抗措置の発動に関する独立委員会の勧告 

 独立委員会は、取締役会評価期間内に、上記dの当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成及び代

替案立案と並行して、当社取締役会に対して対抗措置の発動の是非に関する勧告を行うものとする。その

際、独立委員会の判断が当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上に資するようになされることを確

保するために、独立委員会は、当社の費用で、当社の業務執行を行う経営陣から独立した第三者の助言を

得ることができるものとする。 

(a) 買付者等が大規模買付ルールを遵守しない場合 

独立委員会は、買付者等が本対応策に規定する手続きを遵守しなかった場合、原則として、当社取締

役会に対し対抗措置の発動を勧告する。 
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(b) 買付者等が大規模買付ルールを遵守した場合 

 買付者等が本対応策に規定する手続きを遵守した場合には、独立委員会は、原則として当社取締役会

に対して対抗措置の不発動を勧告する。ただし手続きが遵守されている場合でも、当該買付等が当社の

企業価値・株主共同の利益を著しく損なうものであると判断される場合には、例外的措置として対抗措

置の発動を勧告する場合がある。 

f 取締役会の決議 

当社取締役会は、eに定める独立委員会の勧告を最大限尊重するものとし、係る勧告を踏まえて当社の企

業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から速やかに対抗措置の発動又は不発動の決議を行うも

のとする。 

g 対抗措置の中止又は発動の停止 

当社取締役会が上記fの手続きに従い対抗措置の発動を決議した後又は発動後においても、買付者等が大

規模買付等を中止した場合又は対抗措置を発動するか否かの判断の前提となった事実関係等に変動が生

じ、かつ、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から発動した対抗措置を維持するこ

とが相当でないと考えられる状況に至った場合には、当社取締役会は、対抗措置の中止又は発動の停止を

行うものとする。 

h 大規模買付等の開始 

買付者等は、本対応策に規定する手続きを遵守するものとし、取締役会において対抗措置の発動又は不

発動の決議がなされるまでは大規模買付等を開始することはできないものとする。 

  
(イ) 本対応策における対抗措置の具体的内容 

 当社取締役会が上記(ア)fに記載の決議に基づき発動する対抗措置としては、新株予約権の無償割当てを行

うこととする。 

  
(ウ) 本対応策の有効期間、廃止及び変更 

 本対応策の有効期間は、平成26年6月27日開催の第91回定時株主総会終結の時から３年以内に終了する事業

年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 

 ただし、係る有効期間の満了前であっても、当社の株主総会において本対応策の変更又は廃止の決議がな

された場合には、本対応策は当該決議に従い、その時点で変更又は廃止されるものとする。また、当社の取

締役会により本対応策の廃止の決議がなされた場合には、本対応策はその時点で廃止されるものとする。 

なお、当社取締役会は、法令等の変更により形式的な変更が必要と判断した場合には、独立委員会の承認

を得た上で、本対応策を修正し、又は変更する場合がある。 

  
③ 上記②の取組みが、上記①の基本方針に沿い、株主共同の利益を損なうものでなく、当社の役員の地位の維持を

目的とするものではないこと及びその理由 

当社取締役会は、「中期経営計画」及びそれに基づく施策は当社及び当社グループの企業価値、ひいては株主

共同の利益の向上に資する具体的方策として策定されたものであり、①の基本方針に沿うものと判断している。

また、次の理由から上記②イの取組みについても上記①の基本方針に沿い、株主の共同の利益を損なうものでな

く、また、当社の役員の地位の維持を目的とするものではないと判断している。 
  

ア 買収防衛策に関する指針の要件を全て充足していること 

本対応策は、経済産業省及び法務省が平成17年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向

上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前

開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則）を全て充足しており、かつ、企業価値研究会が平成20年

６月30日に発表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」を踏まえている。 

  
イ 当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること 

本対応策は、当社株式等に対する大規模買付等に応じるべきか否かを株主が判断し、あるいは当社取締役会

が代替案を提示するために必要な情報や期間を確保し、株主のために買付者等と交渉を行うこと等を可能とす

るものである。 

ウ 株主意思を重視するものであること 

当社は、本対応策の継続に関する株主の意思を確認するため、平成26年6月27日に開催された第91回定時株主

総会において本対応策の継続に関する議案を付議し、その承認可決を受けている。また、本対応策の有効期間

は平成29年6月開催予定の当社第94回定時株主総会終結時までであり、また、その有効期間の満了前に開催され

る当社株主総会において本対応策の変更又は廃止の決議がなされた場合には、本対応策も当該決議に従い変更

又は廃止されることになる。 
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エ 独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示 

当社は、当社取締役会の恣意的判断を排除するため、対抗措置の発動等を含む本対応策の運用に関する決議

及び勧告を客観的に行う取締役会の諮問機関として独立委員会を設置している。 

 独立委員会は、当社の業務執行を行う経営陣から独立している、当社の社外取締役、社外監査役又は社外の

有識者（実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士若しくは学識経験者等）から選任される委

員3名以上により構成される。 

 また、当社は、必要に応じ独立委員会の判断の概要について株主に情報開示を行うこととし、本対応策の透

明な運営が行われる仕組みを確保している。 

  
オ 合理的な客観的発動要件の設定 

本対応策は、上記②イ(ア)に記載のとおり、合理的かつ客観的な発動要件が充足されなければ発動されない

ように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保している。 

  
カ デッドハンド型若しくはスローハンド型買収防衛策ではないこと 

上記②イ(ウ)に記載のとおり、本対応策は、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会によ

り、いつでも廃止することができるものとされている。 

また、当社は期差任期制を採用していない。 

  
(4)  研究開発活動 

当第３四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は739百万円である。なお、当第３四半期

連結累計期間において当社グループの研究開発活動に重要な変更はない。 
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第３ 【提出会社の状況】 

  

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

①  【株式の総数】 

  

  
②  【発行済株式】 

  

  
(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項なし。 

  
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】 

該当事項なし。 

  
(4) 【ライツプランの内容】 

該当事項なし。 

  
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  

  
(6) 【大株主の状況】 

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はない。  

  

種類 発行可能株式総数(株) 

普通株式 759,000,000 

計 759,000,000 
 

種類 

第３四半期会計期間末 

現在発行数(株) 

(平成28年12月31日) 

提出日現在 

発行数(株) 

(平成29年２月13日) 

上場金融商品取引所名又は 

登録認可金融商品取引業協会名 
内容 

普通株式 322,656,796 322,656,796 東京証券取引所（市場第一部） 単元株式数 
1,000株 

計 322,656,796 322,656,796 － － 
 

年月日 

発行済株式 

総数増減数 

(株) 

発行済株式 

総数残高 

(株) 

資本金増減額

  
(百万円) 

資本金残高 

  
(百万円) 

資本準備金 

増減額 

(百万円) 

資本準備金 

残高 

(百万円) 

平成28年12月31日 ― 322,656,796 ― 23,001 ― 25,573 
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(7) 【議決権の状況】 

当第３四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載する

ことができないことから、直前の基準日である平成28年９月30日の株主名簿により記載している。 

①  【発行済株式】 

平成28年９月30日現在 

（注） １「単元未満株式」欄の普通株式には当社所有の自己株式262株および証券保管振替機構名義の株式200株が含ま

れている。 

 ２「完全議決権株式（その他）」には、役員報酬ＢＩＰ（Board Incentive Plan）信託が所有する株式

351,000株（議決権351個）及び株式付与ＥＳＯＰ（Employee Stock Ownership Plan）信託が所有する株式

104,000株（議決権104個）が含まれている。  

  
②  【自己株式等】 

平成28年９月30日現在 

（注）  役員報酬ＢＩＰ信託が所有する株式351,000株（議決権351個）及び株式付与ＥＳＯＰ信託が所有する株式

104,000株（議決権104個）は、上記保有株式には含まれていない。 

  
２ 【役員の状況】 

該当事項なし。 

  

 

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 
（自己保有株式） 

－ － 
普通株式 15,116,000 

完全議決権株式（その他） 普通株式 305,772,000 305,772 － 

単元未満株式 普通株式 1,768,796 － － 

発行済株式総数   322,656,796 － － 

総株主の議決権 － 305,772 － 
 

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義 
所有株式数 

(株) 

他人名義 
所有株式数 

(株) 

所有株式数 
の合計 
(株) 

発行済株式総数に
対する所有株式数

の割合(％) 

（自己保有株式）          

戸田建設株式会社 
東京都中央区京橋 
１－７－１ 

15,116,000 － 15,116,000 4.68 

計 － 15,116,000 － 15,116,000 4.68 
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第４ 【経理の状況】 

  

１．四半期連結財務諸表の作成方法について 

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に準拠して作成し、「建設業法施行規則」（昭和24年建設省令第14号）に準じて記載している。  

  

２ 監査証明について 

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成28年10月１日から平成

28年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成28年４月１日から平成28年12月31日まで）に係る四半期連結

財務諸表について、青南監査法人による四半期レビューを受けている。  
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１ 【四半期連結財務諸表】 

(1) 【四半期連結貸借対照表】 

  

  

                      (単位：百万円) 

                    
前連結会計年度 

(平成28年３月31日) 
当第３四半期連結会計期間 

(平成28年12月31日) 

資産の部     

  流動資産     

    現金預金 54,768 54,900 

    受取手形・完成工事未収入金等 211,237 ※3  137,477 

    有価証券 119 20,059 

    販売用不動産 15,830 14,944 

    未成工事支出金 16,120 19,016 

    その他のたな卸資産 990 897 

    その他 14,288 15,194 

    貸倒引当金 △1,608 △1,251 

    流動資産合計 311,747 261,239 

  固定資産     

    有形固定資産     

      建物・構築物（純額） 11,560 13,390 

      機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 625 570 

      土地 59,743 64,630 

      リース資産（純額） 159 116 

      建設仮勘定 255 1,090 

      有形固定資産合計 72,344 79,799 

    無形固定資産 6,075 6,091 

    投資その他の資産     

      投資有価証券 154,840 169,542 

      長期貸付金 614 560 

      退職給付に係る資産 240 － 

      その他 3,312 3,233 

      貸倒引当金 △463 △243 

      投資その他の資産合計 158,544 173,093 

    固定資産合計 236,964 258,984 

  資産合計 548,711 520,224 
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                      (単位：百万円) 

                    
前連結会計年度 

(平成28年３月31日) 
当第３四半期連結会計期間 

(平成28年12月31日) 

負債の部     

  流動負債     

    支払手形・工事未払金等 149,638 ※3  78,956 

    短期借入金 34,588 34,580 

    未払法人税等 2,774 1,535 

    未成工事受入金 38,455 42,232 

    賞与引当金 6,320 2,480 

    完成工事補償引当金 2,237 2,130 

    工事損失引当金 2,421 2,882 

    預り金 18,134 29,202 

    その他 13,497 14,137 

    流動負債合計 268,069 208,138 

  固定負債     

    社債 10,000 10,000 

    長期借入金 35,131 33,720 

    繰延税金負債 24,224 28,628 

    再評価に係る繰延税金負債 7,708 7,708 

    役員退職慰労引当金 149 177 

    関係会社整理損失引当金 400 219 

    退職給付に係る負債 22,515 22,670 

    資産除去債務 182 188 

    その他 2,910 3,100 

    固定負債合計 103,224 106,415 

  負債合計 371,293 314,553 

純資産の部     

  株主資本     

    資本金 23,001 23,001 

    資本剰余金 25,587 25,587 

    利益剰余金 76,825 94,450 

    自己株式 △8,236 △8,227 

    株主資本合計 117,178 134,811 

  その他の包括利益累計額     

    その他有価証券評価差額金 55,038 65,642 

    繰延ヘッジ損益 △25 42 

    土地再評価差額金 6,665 6,266 

    為替換算調整勘定 △545 △1,396 

    退職給付に係る調整累計額 △3,292 △2,507 

    その他の包括利益累計額合計 57,840 68,047 

  非支配株主持分 2,398 2,811 

  純資産合計 177,417 205,670 

負債純資産合計 548,711 520,224 
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】 

【四半期連結損益計算書】 

【第３四半期連結累計期間】 

                      (単位：百万円) 

                    前第３四半期連結累計期間 
(自 平成27年４月１日 
 至 平成27年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成28年４月１日 
 至 平成28年12月31日) 

売上高     

  完成工事高 314,845 297,805 

  不動産事業等売上高 13,667 9,936 

  売上高合計 328,512 307,742 

売上原価     

  完成工事原価 284,243 261,204 

  不動産事業等売上原価 10,913 7,683 

  売上原価合計 295,156 268,887 

売上総利益     

  完成工事総利益 30,602 36,600 

  不動産事業等総利益 2,753 2,253 

  売上総利益合計 33,356 38,854 

販売費及び一般管理費 17,515 19,472 

営業利益 15,840 19,382 

営業外収益     

  受取利息 310 251 

  受取配当金 2,132 2,284 

  その他 280 182 

  営業外収益合計 2,724 2,718 

営業外費用     

  支払利息 701 653 

  支払手数料 145 185 

  その他 67 56 

  営業外費用合計 914 895 

経常利益 17,649 21,206 

特別利益     

  固定資産売却益 168 3 

  投資有価証券売却益 503 2,279 

  訴訟損失引当金戻入額 281 － 

  その他 15 5 

  特別利益合計 969 2,288 

特別損失     

  固定資産廃棄損 334 189 

  投資有価証券評価損 19 4 

  その他 0 58 

  特別損失合計 355 252 

税金等調整前四半期純利益 18,263 23,242 

法人税等 2,026 2,880 

四半期純利益 16,237 20,362 

非支配株主に帰属する四半期純利益 39 47 

親会社株主に帰属する四半期純利益 16,198 20,315 
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【四半期連結包括利益計算書】 

【第３四半期連結累計期間】 

  

                      (単位：百万円) 

                    前第３四半期連結累計期間 
(自 平成27年４月１日 
 至 平成27年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成28年４月１日 
 至 平成28年12月31日) 

四半期純利益 16,237 20,362 

その他の包括利益     

  その他有価証券評価差額金 △1,979 10,603 

  繰延ヘッジ損益 △1 68 

  為替換算調整勘定 △699 △977 

  退職給付に係る調整額 77 785 

  その他の包括利益合計 △2,602 10,480 

四半期包括利益 13,634 30,842 

（内訳）     

  親会社株主に係る四半期包括利益 13,701 30,921 

  非支配株主に係る四半期包括利益 △67 △79 
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【注記事項】 

（会計方針の変更等） 

（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用） 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する

実務上の取扱い」（実務対応報告第32号 平成28年６月17日）を、第１四半期連結会計期間から適用し、平成28年

４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更している。 

なお、上記の変更による四半期連結財務諸表に与える影響は軽微である。 

  
(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理) 

  

  
（追加情報） 

（取締役及び執行役員に対する業績連動型株式報酬制度）  

１ 取引の概要  

 当社は、平成28年８月９日開催の取締役会において、当社取締役及び執行役員（社外取締役及び国内非居住者を

除く。以下あわせて「取締役等」という。）を対象に、中長期的な業績向上や企業価値の増大、株主重視の経営意

識を高めることを目的として、業績連動型株式付与制度である「役員報酬ＢＩＰ信託」（以下「ＢＩＰ信託」とい

う。）及び「株式付与ＥＳＯＰ信託」（以下「ＥＳＯＰ信託」といい、ＢＩＰ信託とあわせて「本制度」とい

う。）の導入を決議している。  

 本制度は取締役等に対するインセンティブプランであり、本制度により取得した当社株式を各事業年度の業績目

標の達成度等に応じて当社取締役等に交付するものである。  

２ 信託に残存する当社株式  

 信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により、純資産の部に自己株

式として計上している。当第３四半期連結会計期間末における当該自己株式の帳簿価額及び株式数はＢＩＰ信託

が170百万円及び351,000株、ＥＳＯＰ信託が50百万円及び104,000株である。  

  
（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用） 

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）を第１四

半期連結会計期間から適用している。  

  

  
  

当第３四半期連結累計期間 

(自 平成28年４月１日 至 平成28年12月31日) 

税金費用の計算 
  
  
  

税金費用の算定については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引

前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期

純利益に当該見積実効税率を乗じて算定している。  
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(四半期連結貸借対照表関係) 

１ 偶発債務 

保証債務 

 下記の会社の金融機関からの借入金に対し、債務保証を行っている。 

  

２ 貸出コミットメント契約 

当社においては、運転資金調達の機動性の確保および調達手段の多様化に対応するため、貸出コミットメント契約を

締結している。 

当四半期連結会計期間末における貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は下記のとおりである。 

  
※３ 四半期連結会計期間末日満期手形等の会計処理については、手形交換日又は決済日をもって決済処理している。

なお、当四半期連結会計期間末日が金融機関の休業日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形等が四半期

連結会計期間末日残高に含まれている。 

  

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。なお、第３四半期連結累

計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりである。 

  

  

 

  
前連結会計年度 

(平成28年３月31日) 
当第３四半期連結会計期間 

(平成28年12月31日) 

シンボルタワー開発(株) 126百万円 105百万円 

さくらの里メガパワー(同) 291百万円 255百万円 

計 417百万円 360百万円 
 

  
前連結会計年度 

(平成28年３月31日) 
当第３四半期連結会計期間 

(平成28年12月31日) 

契約極度額 30,000百万円 10,000百万円 

借入実行残高 －百万円 －百万円 

差引額 30,000百万円 10,000百万円 
 

  
前連結会計年度 

(平成28年３月31日) 
当第３四半期連結会計期間 

(平成28年12月31日) 

受取手形 －百万円 55百万円 

電子記録債権 －百万円 4百万円 

支払手形 －百万円 50百万円 
 

  
前第３四半期連結累計期間 
(自 平成27年４月１日) 
 至 平成27年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間 

(自 平成28年４月１日 

 至 平成28年12月31日) 

減価償却費 1,262百万円 1,295百万円 
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(株主資本等関係) 

Ⅰ前第３四半期連結累計期間（自  平成27年４月１日  至  平成27年12月31日） 

１  配当金支払額 

  

２  基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末日後

となるもの 

  

  該当事項なし。 

  

３  株主資本の著しい変動に関する事項 

  

  該当事項なし。 

  
Ⅱ当第３四半期連結累計期間（自  平成28年４月１日  至  平成28年12月31日） 

１  配当金支払額 

  

２  基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末日後

となるもの 

  

  該当事項なし。 

  

３  株主資本の著しい変動に関する事項 

  

  該当事項なし。 

  

 

決議 株式の種類 
配当金の総額
(百万円) 

１株当たり 
配当額(円) 

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成27年6月26日 
定時株主総会 

普通株式 2,149 7.00 平成27年３月31日 平成27年６月29日 利益剰余金 
 

決議 株式の種類 
配当金の総額
(百万円) 

１株当たり 
配当額(円) 

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成28年６月29日 
定時株主総会 

普通株式 3,070 10.00 平成28年３月31日 平成28年６月30日 利益剰余金 
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(セグメント情報等) 

【セグメント情報】 

Ⅰ前第３四半期連結累計期間（自  平成27年４月１日  至  平成27年12月31日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：百万円） 

(注)1 「セグメント利益」の調整額△8百万円は、セグメント間取引消去である。  
2 「セグメント利益」は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。  

  
２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

  

該当事項なし。  

  

Ⅱ当第３四半期連結累計期間（自  平成28年４月１日  至  平成28年12月31日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：百万円） 

(注)1 「セグメント利益」の調整額△143百万円は、セグメント間取引消去である。  
2 「セグメント利益」は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。  

  
２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

  

該当事項なし。  

  

  
  
  
  

報告セグメント 
調整額 
(注)1 

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注)2 

建築事業 土木事業 不動産事業
その他 
の事業 

計 

売上高               

外部顧客への売上高 255,015 61,466 11,578 452 328,512 － 328,512 

セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

916 396 1,013 358 2,684 △2,684 － 

計 255,931 61,863 12,591 810 331,197 △2,684 328,512 

セグメント利益 11,993 2,793 1,058 2 15,848 △8 15,840 
 

  
  
  
  

報告セグメント 
調整額 
(注)1 

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注)2 

建築事業 土木事業 不動産事業
その他 
の事業 

計 

売上高               

外部顧客への売上高 227,296 70,986 8,890 569 307,742 － 307,742 

セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

2,255 729 819 355 4,160 △4,160 － 

計 229,551 71,716 9,709 924 311,902 △4,160 307,742 

セグメント利益又は損
失（△） 

17,011 1,838 692 △17 19,525 △143 19,382 
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(１株当たり情報) 

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりである。 

  

(注) １ 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していない。 

２ 当社は当連結会計年度より役員報酬ＢＩＰ信託及び株式付与ＥＳＯＰ信託を導入し、当該信託が所有する当

社株式を、１株当たり四半期純利益金額の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含め

ている。 

  
２ 【その他】 

該当事項なし。 

 

項目 
前第３四半期連結累計期間 
(自  平成27年４月１日 
  至  平成27年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自  平成28年４月１日 
  至  平成28年12月31日) 

１株当たり四半期純利益金額 52円74銭 66円15銭 

(算定上の基礎)     

親会社株主に帰属する四半期純利益金額(百万
円) 

16,198 20,315 

普通株主に帰属しない金額(百万円) － － 

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純
利益金額(百万円) 

16,198 20,315 

普通株式の期中平均株式数(千株) 307,118 307,087 
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】 

該当事項なし。 
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独立監査人の四半期レビュー報告書  
  

平成29年２月10日

戸田建設株式会社 

取締役会  御中 

  

  

  

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている戸田建設株式会

社の平成28年４月１日から平成29年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間(平成28年10月１日から平成

28年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成28年４月１日から平成28年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ

ビューを行った。 

  

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

  

監査人の責任 

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。 

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。 

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。 

  

監査人の結論 

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、戸田建設株式会社及び連結子会社の平成28年12月31日現在の財政

状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべて

の重要な点において認められなかった。 

  

利害関係 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上 

  

  

青南監査法人 
 

代表社員 
業務執行社員 

  公認会計士    笠  井  幸  夫    印 
 

代表社員 
業務執行社員 

  公認会計士    小  平     修    印 
 

  

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管している。 

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていない。 
 



【表紙】   

【提出書類】 確認書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成29年2月13日 

【会社名】 戸田建設株式会社  

【英訳名】 TODA CORPORATION  

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 今 井 雅 則  

【最高財務責任者の役職氏名】   ―  

【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋一丁目７番１号  

【縦覧に供する場所】 戸田建設株式会社 千葉支店 

  （千葉市中央区新千葉一丁目４番３号） 

  戸田建設株式会社 関東支店 

  （さいたま市浦和区高砂二丁目６番５号） 

  戸田建設株式会社 横浜支店 

  （横浜市中区本町四丁目43番地） 

  戸田建設株式会社 大阪支店 

  （大阪市西区西本町一丁目13番47号） 

  戸田建設株式会社 名古屋支店 

  （名古屋市東区泉一丁目22番22号） 

  株式会社東京証券取引所 

  （東京都中央区日本橋兜町２番１号） 

 



１ 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】 

当社代表取締役社長 今井雅則は、当社の第94期第３四半期（自  平成28年10月１日  至  平成28年12月31日）の

四半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしました。 

  

２ 【特記事項】 

確認に当たり、特記すべき事項はありません。 
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